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一 

昭
和
二
十
四
年
十
二
月
二
十
二
日
提
出 

質

問

第

一

二

号 

  

営
林
署
労
務
員
の
給
與
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

昭
和
二
十
四
年
十
二
月
二
十
二
日 

提
出
者 

竹 

村 

奈 

良 

一 

衆

議

院

議

長 

幣 

原 
喜 

重 

郞 

殿 



一 

営
林
署
に
勤
務
す
る
現
場
山
林
労
務
者
に
は
公
務
員
と
し
て
の
給
與
を
支
拂
う
こ
と
に
な
つ
て
い
る
と
の
答
弁
で
あ
る

が
、
い
か
な
る
体
系
に
基
い
た
給
與
を
支
拂
う
の
か
。 

二 

営
林
署
に
勤
務
す
る
現
場
山
林
労
務
者
（
常
勤
）
に
は
石
炭
手
当
が
支
給
さ
れ
て
お
ら
ず
、
最
近
制
定
公
布
さ
れ
た
国 

家
公
務
員
に
対
す
る
寒
冷
地
手
当
及
び
石
炭
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
対
象
に
も
な
つ
て
い
な
い
。
又
寒
冷
地
手
当

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
同
じ
公
務
員
と
し
て
取
り
扱
い
な
が
ら
、
こ
れ
等
の
差
別
待
遇
を
ど
う
処
置
す
る
か
。 

当
該
現
場
山
林
労
務
者
で
組
織
さ
れ
て
い
る
全
国
営
林
労
働
組
合
は
、
能
率
給
、
勤
続
手
当
を
加
味
し
た
月
給
制
、
そ

れ
が
確
立
さ
れ
る
ま
で
の
暫
定
的
措
置
と
し
て
労
働
省
発
表
の
一
般
職
種
別
賃
金
に
基
く
給
與
体
系
を
要
求
し
て
い
る 

が
、
こ
れ
を
具
体
的
に
実
施
す
る
意
思
は
な
い
か
。
実
施
す
る
と
す
れ
ば
そ
の
時
期
如
何
。 

右
質
問
す
る
。 

営
林
署
労
務
員
の
給
與
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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